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”健全な建設事業の経営を通じて、会社の永続的な発展を図り、それによって社会国家の
繁栄に寄与すると共に、株主各位の負託に応え、社員の人間成長と福祉を増進する”

”創造性と活力あふれる集団が、お客様に価値あるソリューションを提供するとともに、
透明で公正な生活空間創造企業として、地域社会、株主、社員、パートナーなど企業を
取り巻くすべての利害関係者から信頼され、社会に貢献する”

経営理念

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、誠にあり
がとうございます。

第89回定時株主総会を2026年6月25日（木）に開催いた
しますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

今年度は、「中期経営計画（2024～2026年度）」の2年
目にあたります。不透明な経営環境ではありますが、全社を
挙げて品質管理及び安全管理並びにコンプライアンス確保の
徹底に努めるとともに、技術力、提案力等の総合力の更なる
向上と安定的な収益基盤の構築を目指して積極的な営業活動
を展開してまいりました。

今後も、中期経営計画（2024～2026年度）の達成に向け、
収益基盤の強化を最優先としつつ、事業戦略、財務・資本
戦略、非財務戦略それぞれの推進に全社を挙げて取り組み、
企業価値の更なる向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご理解とご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ

代表取締役社長 三宅 啓一
2026年6月
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証券コード：1793
2026年６月5日

（電子提供措置の開始日 2026年5月29日）
株 主 各 位

岡山市北区内山下１丁目１番13号

株式会社 大 本 組
代表取締役社長 三 宅 啓 一

第89回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第89回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、本招集ご通知（書面）のご送付と併せて、株主総会参考書類等

の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上
の以下のウェブサイトに「第89回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。
当社ウェブサイト https://www.ohmoto.co.jp/investors/meeting/
また、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東

証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「大本
組」または「コード」に「1793」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」
の順に選択して、ご確認いただけます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数なが
ら株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2026
年６月24日（水曜日）午後５時までに議決権をご行使いただくようお願い申し上げます。

敬 具
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記

１ 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

２ 場 所 岡山市北区内山下１丁目６番20号 ルネスホール（おかやま旧日銀ホール）
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、
お間違いのないようご注意ください。)

３ 目的事項 報告事項 第89期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類
の内容報告の件

決議事項 議 案 剰余金の処分の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会
開催日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

株主総会にご出席されない場合
▶ インターネットによる議決権行使の場合

当社指定の、議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスい
ただき、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時まで
（１）議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、電話料金、パケ

ット通信料等）は、株主様のご負担とさせていただきます。
（２）インターネットのご利用環境や機器によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場

合があります。

▶ 郵送（書面）による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、下記期限までに到着

するようご返送ください。議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時必着

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
● 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせ
ていただきます。

● インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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① お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権
行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコー
ド」を読み取りいただき、ログイン。

② ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登
録商標です。

ください。

入力して「ログイン」をクリック

① WEBサイトへアクセス
アクセス手順

アクセス手順

と」DIンイグロ
「仮パスワード」を入力

③ 以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

QRコードを読み取りいただくことで
「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に

QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120－173－027
（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

議決権行使書副票（右側）

ログイン用
QRコード

「次の画面へ」をクリック

②「

4

インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ
スしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分ま
では取り扱いを休止します。）

議決権行使期限 2026年６月24日（水曜日）午後５時まで
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株主総会参考書類

5

議案及び参考事項

議 案 剰余金の処分の件
当社は中期経営計画（2024〜2026年度）において、財務安全性を維持しつつ、資本効率を

意識した積極的かつ安定的な株主還元を実施する旨を株主還元方針として定めております。
当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、1株当たり50円とさせていただきたい

と存じます。

期末配当に関する事項

１
株主に対する配当財産の
割当てに関する事項及び
その総額

当社普通株式１株につき 金50円 総額1,292,450,500円

２ 剰余金の配当が効力を生
じる日 2026年６月26日

以 上
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

6

１ 企業の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当期のわが国経済は、雇用・所得環境の改善や個人消費の持ち直し、堅調なインバウンド需要
などを背景に、景気は引き続き緩やかな回復傾向で推移しました。一方、米国の通商政策を巡る
不確実性や物価上昇の継続、為替変動の影響に加え、中東情勢の緊迫化に伴う地政学的リスクの
高まりなどから、景気の先行きは不透明さが強まる状況となりました。
建設業界におきましては、国土強靭化政策の推進や防災・減災関連事業を中心に公共投資は堅

調に推移しました。企業収益の改善に伴い民間設備投資にも持ち直しの動きが見られたものの、
建設資材価格の高止まりや労務ひっ迫を背景とした建設コストの上昇など、収益環境には引き続
き厳しさも見られました。
このような経営環境のもと、当社は会社設立100年となる2036年に向け、「想いを築き、幸せ

を創造する」企業であり続けることを目指し策定した「長期ビジョン2036」の実現に取り組ん
でおります。当期は、そのフェーズ１として位置付ける3ヵ年中期経営計画（2024〜2026年
度）の2年目として、受注基盤の強化や工事採算性の改善、生産性向上や人的資本への投資など、
各種施策を着実に推進してまいりました。
その結果、当期の業績は、受注高が前期比26.2％増の1,147億34百万円、売上高が前期比

24.8％増の874億48百万円となりました。利益面においても、営業利益は前期比30.2％増の23
億62百万円、経常利益は前期比28.3％増の27億8百万円、当期純利益は前期比1.4％増の18億
13百万円となり、前期比で増収増益を確保することができました。

売上高 営業利益

874億48百万円 前期比 24.8％増 23億62百万円 前期比 30.2％増

経常利益 当期純利益

27億 8百万円 前期比 28.3％増 18億13百万円 前期比 1.4％増
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受注高1,147億34百万円のうち、建築工事は前期比38.3％増の631億83百万円、土木工事は
前期比14.1％増の515億50百万円であり、これらの発注者別内訳は民間56.7％、官公庁43.3％
となりました。

主な受注工事は次のとおりであります。
三井不動産㈱・福岡地所㈱ 福岡市西区商業施設 建替計画新築工事 （福 岡 県）
大 和 ハ ウ ス 工 業 ㈱ ＤＰＬ広島福山北新築工事 （広 島 県）
品 川 区 品川区新総合庁舎整備工事 （東 京 都）

㈱ ク ラ フ テ ィ ア 宇久島メガソーラーパーク発電所（６工区）
建設工事 （長 崎 県）

国 土 交 通 省 神戸港臨港道路大阪湾岸道路西伸部主塔（２Ｐ）
基礎工事 （兵 庫 県）

売上高874億48百万円のうち、建築工事は前期比32.2％増の445億8百万円、土木工事は前期
比17.9％増の429億40百万円であり、これらの発注者別内訳は民間62.6％、官公庁37.4％とな
りました。

主な完成工事は次のとおりであります。
三 井 不 動 産 ㈱ 北綾瀬駅前商業施設計画 新築工事 （東 京 都）
オ カ モ ト ㈱ オカモト㈱ 岡山工場新築工事 （岡 山 県）
西 日 本 高 速 道 路 ㈱ 岡山自動車道 有漢工事 （岡 山 県）
国 土 交 通 省 七尾港（大田地区）岸壁（−１０ｍ）（大田２号･

物専）（災害復旧）改良外１件工事 （石 川 県）

日 本 下 水 道 事 業 団 堺市古川下水ポンプ場建設工事 （大 阪 府）

次期への繰越高は、前期比22.5％増加して1,483億11百万円となりました。

【当期末における受注高・売上高・繰越高】
（単位：百万円）

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建 設 事 業
建 築 42,705 63,183 44,508 61,380
土 木 78,320 51,550 42,940 86,930

計 121,025 114,734 87,448 148,311
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（２）設備投資の状況
当期中に実施した設備投資の総額は7億18百万円となりました。そのうち主要なものは、ニュ

ーマチックケーソン工事で使用する機械装置の購入及び基幹システムの更新等であります。

（３）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（４）財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区 分 第86期
（2022年度）

第87期
（2023年度）

第88期
（2024年度）

第89期（当期）
（2025年度）

受 注 高 85,979 77,402 90,889 114,734

売 上 高 94,477 83,060 70,092 87,448

営 業 利 益 580 1,686 1,814 2,362

経 常 利 益 849 1,927 2,110 2,708

当 期 純 利 益 516 1,021 1,788 1,813

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 17円55銭 35円75銭 63円47銭 71円33銭

総 資 産 103,137 99,374 90,139 103,574

純 資 産 65,623 67,260 64,862 68,700

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,295円34銭 2,352円64銭 2,552円27銭 2,701円11銭
（注）１．2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。また、2025年3月1

日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。第86期の期首に当該株式分割が行
われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

２．株式付与ESOP信託に係る信託財産として日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、第88期より1株
当たり当期純利益及び1株当たり純資産額の算定上、期中平均株式数及び期末発行済株式数の計算において控除する自己株
式に含めております。
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87,448114,734
2,362

2,708 71.33
1,813

（単位：円）■ １株当たり当期純利益

第86期 第87期 第88期 第89期

（単位：百万円）■ 当期純利益

第86期 第87期 第88期 第89期

（単位：百万円）■ 経常利益

第86期 第87期 第88期 第89期

（単位：百万円）■ 営業利益

第86期 第87期 第88期 第89期

（単位：百万円）■ 売上高

第86期 第87期 第88期 第89期

（単位：百万円）■ 受注高

第86期 第87期 第88期 第89期

85,979
94,477

580

849 516 17.55

77,402

1,927

83,060

1,021

1,686

35.75

70,09290,889
1,814

2,110 63.471,788
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（５）対処すべき課題
今後のわが国経済は、政府による各種経済対策や賃上げの定着による雇用・所得環境の改善、

堅調な企業収益を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移することが期待されます。一方、中東
情勢の緊迫化に伴う地政学的リスクの高まりなどにより、世界的なサプライチェーンの混乱やエ
ネルギー・資源価格の高騰などが懸念されます。加えて、海外経済の減速リスクなど不確実性も
多く、景気の先行きは依然として不透明な状況が続くものと予想されます。
建設業界におきましては、国土強靭化対策や防災・減災事業の推進、港湾機能の強化、防衛関

連施設の整備などを背景に、公共投資は引き続き底堅く推移するものと見込まれます。また、民
間設備投資についても、企業の成長投資や更新投資需要を中心に、緩やかな回復基調が続くこと
が期待されます。その一方で、中東情勢の影響による資機材価格やエネルギーコストの上昇、供
給制限、労務ひっ迫による建設コストの上昇や投資マインドへの影響などが懸念されます。
このような事業環境のもと、当社といたしましては、「中期経営計画（2024〜2026年度）」

の最終年度における目標達成に向け、事業戦略、財務・資本戦略、非財務戦略を三位一体で推進
し、全社を挙げて企業価値の更なる向上に取り組んでまいります。
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長期ビジョン 2036 想いを築き、幸せを創造する

私たちは多くの人との関わりの中にあり、様々な「想い」と出会います。それぞれの「想い」を大切に、
丁寧に形づくることで「幸せ」を創造する、大本組はそんな会社へと成長し続けたいと考えています。

お客様の想い：お客様のたくさんの想いを形にし、幸せを感じて頂く＝ものづくりの喜び

社員と家族の想い：社員の人間成長と、より良い人生をサポートし、ともに幸せを追求する

社会貢献への想い：健全な建設業の経営を通じて、より良い社会の実現にむけて貢献し続ける

業績改善フェーズ 利益安定・ROE向上フェーズPhase 2Phase 1

中期経営計画（2024～ 2026年度）中期経営計画（2024～ 2026年度）

・事業環境を踏まえて業績改善を優先課題に位置付け
・財務安全性を維持しつつ累進配当を明確化

・ROE8.0%以上に向け、利益安定化とともにより踏み込んだ
財務・資本戦略を実行

大切にしたい
3つの「想い」

10

あわせて、これまで築いてきた社会的信用と実績を基盤に、人的資本経営の推進、技術力・組
織力の強化を通じて、事業環境の変化に柔軟かつ機動的に対応できる体制を構築し、総合力の更
なる向上を図ってまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き当社の取り組みにご理解を賜り、長期的な視点から、

より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【ご参考】
〇「長期ビジョン2036」と「中期経営計画（2024〜2026年度）」の位置付け
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中期経営計画（2024～2026年度）長期ビジョン 2036の実現に向けた Phase１

基本
方針

収益構造を強化し業績回復を確実なものとする
人的資本経営を推進する
資本効率を意識し充実した株主還元を実施する

事業戦略 財務・資本戦略 非財務戦略

•建築及び土木事業毎の利益水準の
回復に向けた取り組み推進
• 業績の安定化に向けた事業基盤強化
• 働き方改革や全社的なDX推進等による
生産性、効率性の向上
• 提案、設計、施工力強化

•事業戦略に基づく収益性改善を中心と
した資本効率向上
• 財務・資本戦略に基づいた適切な
B/S コントロール
• キャピタルアロケーション及び
配当方針明確化
• 投資分野の選択と集中
• 株主、投資家との対話推進

• 人的資本への投資を推進し、
社員エンゲージメントを向上
• DXに係る社内環境を整備、推進すること
で事業イノベーションを実現
• ESGに係る取り組みの深化
• サステナビリティ開示の充足
• パートナーシップによる協働を推進

11

〇「中期経営計画（2024〜2026年度）」
（概要）

（経営目標）
（単位：百万円）

項目 目標指標 第89期（当期）実績
（2025年度）

第90期業績予想
（2026年度）

中期経営計画目標
第90期（2026年度）

業績

受注高 114,734 95,000 85,000
売上高 87,448 98,000 85,000

売上総利益 8,705 10,500 9,500
営業利益 2,362 4,200 4,000

当期純利益 1,813 2,700 2,700

資本収益性
資本構成

ROE 2.7％ 4.0％ 4.0%以上
自己資本比率 66.3％ 70%台目安 70％台目安

株主還元
１株当たり配当金 50円 74円 累進配当

配当性向 70.1％ 69.7％ 70％目安
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（６）重要な親会社及び子会社の状況
特記すべき事項はありません。

（７）主要な事業内容
当社は、建設業法により特定建設業者（（特−4）第2646号）として国土交通大臣許可を受

け、建築、土木及びこれらに関連する事業を行っており、宅地建物取引業法により宅地建物取引
業者（（13）第2381号）として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する事業を行っておりま
す。

（８）主要な営業所の状況
東京本社 東京都港区南青山５丁目９番15号 青山OHMOTOビル
本 店 岡山市北区内山下１丁目１番13号
支 店 東 北 支 店（仙 台 市） 東 京 支 店（東京都港区）

横 浜 支 店（横 浜 市） 名古屋支店（名 古 屋 市）
大 阪 支 店（大 阪 市） 岡 山 支 店（岡 山 市）
広 島 支 店（広 島 市） 四 国 支 店（高 松 市）
九 州 支 店（福 岡 市）

（９）従業員の状況
従業員数 前期末比増減

823名 31名増
（注）１．上記のほかに臨時従業員（年間平均）78名が就業しております。

２．従業員数には外部機関等への出向者4名は含んでおりません。
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13

（10）主要な借入先
（単位：百万円）

借入先 借入額
シンジケートローン 3,000

（注）シンジケートローンは、株式会社中国銀行を幹事とする9社の協調融資によるものであります。

（11）その他会社の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項
（１）発行可能株式総数 123,000,000株

（２）発行済株式の総数 26,794,280株

（３）株主数 1,948名

（４）大株主の状況

株主名
当社への出資状況

持株数 持株比率

株式会社ＯＨＭＯＴＯホールディングス 8,319 千株 32.18 ％

公益財団法人大本育英会 6,112 23.65

有限会社大百興産 1,608 6.22

株式会社中国銀行 1,288 4.99

大本組従業員持株会 717 2.77

古田 安人 516 2.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（株式付与ＥＳＯＰ信託口・８００９６口） 414 1.61

株式会社広島銀行 221 0.86

小倉 順子 213 0.83

古田 嘉男 182 0.71
（注）当社は自己株式945,270株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算

しております。なお、自己株式には株式付与ESOP信託に係る信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有す
る当社株式を含めておりません。
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（５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く。） 9,515株 5名
（注） 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告の「４ 会社役員に関する事項（４）当事業年度に係る取締役及び監査役の報

酬等」に記載しております。

３ 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

2026年05月21日 09時42分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



16

４ 会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長
執 行 役 員 社 長 三 宅 啓 一

取 締 役
専 務 執 行 役 員 青 木 一 也 建築本部長

取 締 役
専 務 執 行 役 員 富 塚 照 彦 管理本部長（兼）コンプライアンス担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 福 武 栄 一 土木本部長

取 締 役
常 務 執 行 役 員 五 十 嵐 裕 営業本部長

取 締 役 光 岡 敬 一 光岡税理士事務所 税理士
株式会社はるやまホールディングス 社外監査役

取 締 役 河 野 裕 行
河野公認会計士事務所 公認会計士・税理士
株式会社宮本組 社外監査役
特殊電極株式会社 社外取締役（監査等委員）

取 締 役 渡 邉 由 子 東洋精糖株式会社 顧問

常 勤 監 査 役 吉 岡 敬 二

監 査 役 植 村 義 人

監 査 役 小 亀 康太郎

（注）１．取締役光岡敬一氏、河野裕行氏及び渡邉由子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま
す。

２．監査役植村義人氏及び小亀康太郎氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
３．取締役光岡敬一氏は、税理士であり、財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．取締役河野裕行氏は、公認会計士及び税理士であり、財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
５．常勤監査役吉岡敬二氏は、当社経理関連部門での経理経験を有し、財務会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。
６．監査役小亀康太郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の責任について、その職

務を行うにつき善意でありかつ重大な過失が無かったときは、会社法第425条第１項に定める最
低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うことを内容とする責任限定契約を締結しておりま
す。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結

し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険
者に対して損害賠償請求がされた場合の被保険者が被る損害を填補することとしております。た
だし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない
等、一定の免責事由を定めております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役及び執行役員（既に退任して

いる役員及びこの保険期間中に新たに選任された役員を含む。）であり、すべての被保険者につ
いて、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。

（４）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方
針という。）を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
１．基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から

経営に取り組むことが重要であるとの考えから、職責や実績を踏まえて決定する基本報酬を
主体としつつ、業績及び企業価値の向上を図るためのインセンティブとなる業績連動報酬及
び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系
としております。
なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしておりま

す。
監査役の報酬は、監査役会において監査役が協議し、各監査役の報酬額は全員の合意によ

り決定しております。
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２．取締役の個人別報酬の決定方針に関する事項
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具

体的内容について委任を受け、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、予め取締役会で
策定された報酬体系等に基づき、各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額並びに株式によ
る非金銭報酬を算定します。基本報酬は、代表権の有無、役位、従業員給与の水準等により
策定された報酬テーブルに基づき、代表取締役が各取締役の実績、就任年数その他各種の要
素を総合的に勘案して決定します。業績連動報酬は、当該事業年度の業績と中長期的な将来
の業績への貢献を評価するため営業利益及び受注高を指標とし、予め取締役会等で決定した
業績指標の目標値に対する達成度に応じて定められた係数（0〜1.5）を業績連動報酬基礎
額に乗じることで年額を算出します。基本報酬及び業績連動報酬はいずれも金銭報酬とし、
業績連動報酬算定基礎額は基本報酬額の25％としております。業績連動報酬は、毎年5月に
その額を決定し、6月に賞与として一括で支給します。非金銭報酬は、中長期的な企業価値
向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会において承
認を受けた範囲内で、原則として毎年、一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の
全部を現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受けることとします。
非金銭報酬は、取締役の役位ごとに一律の額又は数を支給するものとし、その額又は数

は、他社水準、当社の業績、株価水準等を総合的に勘案して決定します。なお、非金銭報酬
である譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役の地位を退任した
日に譲渡制限を解除いたします。また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他
正当な理由により取締役の地位を退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限
が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡
制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得することといたします。非金銭報酬等の数は、
原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、
当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、報酬等の総額の7％程度となるよう設定いたしま
す。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定は、代表取締役社長執行役員社長三

宅啓一に委任しております。委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつ
つ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長が適任と判断したためであります。
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の額の決定が代表取締役社長によって適切に行使さ

れるよう、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に代表取締役社長が作成した
原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、当該答申
の内容を尊重し決定することとしております。
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② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年６月29日開催の第68回定時株主総会において

年額２億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名であ
ります。また、当社の取締役（社外取締役を除く。）の非金銭報酬の額は、2024年6月26日
開催の第87回定時株主総会において譲渡制限付株式に関する報酬の額を年額50百万円以内、
割り当てる株式数の上限を100,000株と決議しております。なお、同決議では、各事業年
度において当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる株式数の上限は50,000
株以内でしたが、2025年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってお
り、当該株式分割に伴う調整がされております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外
取締役を除く。）の員数は6名であります。
監査役の金銭報酬の額は、1994年８月26日開催の第57回定時株主総会において年額70

百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名でありま
す。

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定

された報酬等の内容が決定方針と整合しており、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して代
表取締役社長が決定しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役（うち社外取締役） 192（18） 137（18） 43（―） 11（―） 9（3）

監査役（うち社外監査役） 28（11） 28（11） ― ― 4（3）
（注）１．報酬等の総額に含まれない使用人兼務取締役に対する使用人給与は含まれておりません。

２．退任した取締役及び監査役を含んでおります。
３．業績連動報酬等の額の算定にあたって指標とした営業利益及び受注高の実績は、事業報告の「１ 企業の現況に関する事項

（１）事業の経過及びその成果」に記載しております。
４．非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
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（５）社外役員に関する事項
① 他の会社の業務執行取締役等の兼任状況等

社外役員の重要な兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名 主な活動状況

社外取締役 光 岡 敬 一

当事業年度開催の取締役会9回の全てに出席し、税理士として
の豊富な経験と専門的な知見に基づき、適宜必要な発言を行っ
ております。また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報
酬委員会の委員長として、取締役等の指名・報酬に関する重要
事項の審議に参加するなど、独立した客観的立場から、業務執
行に対する監督機能を適切に発揮し、期待される役割を適切に
果たしております。

社外取締役 河 野 裕 行

当事業年度開催の取締役会9回の全てに出席し、公認会計士及
び税理士としての豊富な経験と専門的な知見に基づき、適宜必
要な発言を行っております。また、取締役会の任意の諮問機関
である指名・報酬委員会の委員として、取締役等の指名・報酬
に関する重要事項の審議に参加するなど、独立した客観的立場
から、経営全般及びガバナンスに関する助言・提言を行い、期
待される役割を適切に果たしております。

社外取締役 渡 邉 由 子

社外取締役就任後開催の取締役会8回の全てに出席し、企業実
務の豊富な経験と幅広い知見に基づき、適宜必要な発言を行っ
ております。また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報
酬委員会の委員として、取締役等の指名・報酬に関する重要事
項の審議に参加するなど、独立した客観的立場から、経営上有
益な助言・提言を行い、期待される役割を適切に果たしており
ます。

社外監査役 植 村 義 人
当事業年度開催の取締役会9回の全て、監査役会10回の全てに
それぞれ出席し、豊富な経験と多角的な知見に基づき、主にコ
ンプライアンス及び危機管理に関する意見を適宜述べておりま
す。

社外監査役 小 亀 康太郎
社外監査役就任後開催の取締役会8回の全て、監査役会9回の全
てにそれぞれ出席し、金融機関に勤めた長年の経験と知見に基
づき、主に取締役の業務執行の適正性を確保するために必要な
意見を適宜述べております。
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５ 会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（２）会計監査人の報酬等の額及び監査役会が当該報酬等に同意した理由
区 分 報酬額

（百万円）
① 当社が支払うべき報酬等の額 39

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39
（注）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等

の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。当該金
額について、当社監査役会は過年度における会計監査人の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の報酬見積もりの妥当性
等を検討した結果、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役の全員の同意に基づき解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、
会計監査人の解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由
を報告いたします。
また、会計監査人が関係法令に基づく懲戒処分及び監督官庁からの処分を受けた場合、若しく

は会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査能力等を総合的に検討し監査を遂行するのに
不十分であると判断した場合は、経営執行部門と十分な意見交換を行った上で、会計監査人の解
任または不再任に関する議案を監査役会の決議に基づき決定し、取締役会は当該決定に基づき当
該議案を株主総会に提出いたします。
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６ 業務の適正を確保するための体制の整備及び運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、
取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスに係る規程及びマニュアルの制定、委員会の設置により、取締

役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
を構築し徹底を図るとともに、不正行為等の早期発見と是正のため内部通報制度を整備・運
用する。また、内部監査室は独立した立場から内部統制の整備、運用の状況を評価し、その
結果を定期的に取締役会に報告する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、その記録方法、保存期間及び管理方法等を定

める規程に従い、適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、常時、これらの重要書類
等を閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社及びグループ各社の経営に影響を及ぼす部門横断的なリスクを認識し、評価

し、適切に対応するため、リスク管理に係る規程及びマニュアルの制定、委員会の設置、教
育等を行う。また、本部組織単位の業務に付随するリスク管理は規程に基づいて当該部門を
統括する執行役員に責任及び権限を付与する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員制度を採用し、経営の意思決定機能の迅速化及び監督機能を強化すると

ともに、業務執行の権限に関する規程を定めることにより、業務及びその権限と責任の範囲
を明確化し、適正で効率的な業務組織の編成を図る。また、内部監査室は独立した立場から
執行役員及び使用人並びにグループ各社の取締役等の業務の執行及び業務プロセス等の適切
性並びに効率性を監査し、監査の結果を定期的に取締役会に報告する。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取
締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制
当社は、管理本部を所管する執行役員に、グループ各社のコンプライアンス及びリスクマ

ネジメントの責任及び権限を付与する。グループ各社の取締役及び使用人は、その業務の執
行状況等に関し、当社監査役及びグループ各社を管理する執行役員に報告し、当該執行役員
は、グループ各社の状況を定期的に取締役会に報告する。また、グループ各社においても、
当社に準じたコンプライアンス、情報及びリスク管理を行う。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置し、監査役会事務局員は、内部監

査室及び管理本部等に所属する使用人のうちから任命する。監査役会事務局員は、監査役の
直接指揮に従い職務遂行に必要な権限を付与される。また、監査役会事務局員の取締役から
の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事権に関する事項につい
ては、事前に監査役会の同意を得る。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制、及び監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
取締役は、他の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行に関して、法令及び定款に違反

する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告す
る。また当社は、執行役員規程及び内部通報規程を通じ、経営、業績に影響を及ぼす重要な
事項について執行役員及び使用人が監査役に報告する体制を整備するとともに、監査役に対
して報告を行った者に不利益が生じないよう内部通報規程に則り適切な措置をとる。

⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に
行われることを確保するための体制
当社は、重要会議への出席、取締役、執行役員及び使用人からの業務執行状況の聴取、重

要書類の閲覧等を通じ、監査役の職務執行の実効性の確保を図る。また、監査役からの請求
に従い、監査役の職務の執行に必要と認められる費用について負担する。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係

る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要な是正を図る
体制を整備及び運用する。
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⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、いかなる場合でも経済

的利益を供与しないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、これに基づき制
定した企業行動指針の遵守、マニュアルの活用、委員会の運営及び警察、顧問弁護士等の外
部の専門機関との連携により、体制の強化を図る。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり

であります。

① コンプライアンス規程及びコンプライアンスマニュアルにより法令・定款の遵守について
の指針を明示し、実効性向上に努めております。また、部門毎に適宜必要な教育を実施し、
コンプライアンスの重要性について周知・徹底を図っております。

② 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規定に定めるとこ
ろにより適正に保存及び管理しております。

③ 経営の意思決定機能の迅速化のため執行役員制度を採用し、取締役会において毎回担当執
行役員より業務執行状況の報告を受けることにより、職務執行の監督を行っております。

④ 経営に影響を及ぼす事象が発生した場合は、危機管理委員会の決定により危機対策本部を
設置し、危機の解決、克服もしくは回避のために適切に対応する体制を整備しております。

⑤ 監査役は、監査役会で定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会のほか
業務執行に関する重要な会議にも出席し、取締役、執行役員と常時意見交換をできる体制に
なっております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的な会合を持ち、情報交
換を行っております。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するため、内部監査室が実施計画に基づき内部統制評価を実施し
ております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位未満の端数を四捨五入し

ております。
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資産の部 負債の部
流動資産 76,039 流動負債 27,329

現金預金 6,888 工事未払金 8,467
電子記録債権 558 短期借入金 6,500
完成工事未収入金 63,027 未払金 347
未成工事支出金 1,427 未払法人税等 611
材料貯蔵品 61 未払消費税等 7,467
前払費用 43 未払費用 685
その他 4,059 未成工事受入金 1,950
貸倒引当金 △27 預り金 521

固定資産 27,535 前受収益 7
有形固定資産 8,200 完成工事補償引当金 44
建物 4,317 賞与引当金 642
構築物 243 工事損失引当金 83
機械及び装置 397 固定負債 7,545
車両運搬具 0 退職給付引当金 4,419
工具、器具及び備品 195 株式給付引当金 188
土地 3,027 資産除去債務 340
建設仮勘定 20 繰延税金負債 2,396
無形固定資産 289 その他 199
ソフトウエア 221 負債合計 34,874
電話加入権 49 純資産の部
その他 17 株主資本 61,015
投資その他の資産 19,046 資本金 5,296
投資有価証券 14,280 資本剰余金 4,316
関係会社株式 61 資本準備金 4,314
長期保証金 4,157 その他資本剰余金 1
前払年金費用 482 利益剰余金 52,933
その他 63 利益準備金 735

その他利益剰余金 52,198
別途積立金 50,000
繰越利益剰余金 2,198

自己株式 △1,530
評価・換算差額等 7,684
その他有価証券評価差額金 7,684
純資産合計 68,700

資産合計 103,574 負債・純資産合計 103,574
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

売上高
完成工事高 87,448

売上原価
完成工事原価 78,743

売上総利益
完成工事総利益 8,705

販売費及び一般管理費 6,342

営業利益 2,362

営業外収益
受取利息 22

受取配当金 260

受取賃貸料 374

その他 11 668

営業外費用
支払利息 52

賃貸収入原価 237

支払保証料 17

その他 14 322

経常利益 2,708

税引前当期純利益 2,708

法人税、住民税及び事業税 1,043

法人税等調整額 △148 894

当期純利益 1,813

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

当期首残高 5,296 4,314 − 4,314 735 53,500 △2,055 52,179 △1,553 60,236
当期変動額
別途積立金の取崩 △3,500 3,500 ー ー
剰余金の配当 △1,059 △1,059 △1,059
当期純利益 1,813 1,813 1,813
自己株式の処分 1 1 22 24
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 ー ー 1 1 ー △3,500 4,254 754 22 778
当期末残高 5,296 4,314 1 4,316 735 50,000 2,198 52,933 △1,530 61,015

評価・
換算
差額等 純資産

合計その他
有価証券
評価
差額金

当期首残高 4,626 64,862
当期変動額
別途積立金の取崩 ー
剰余金の配当 △1,059
当期純利益 1,813
自己株式の処分 24
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 3,058 3,058

当期変動額合計 3,058 3,837
当期末残高 7,684 68,700
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…………………… 償却原価法（定額法）
子会社株式及び関連会社株式………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金………………………… 個別法による原価法
不動産事業支出金……………………… 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）
材料貯蔵品……………………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
額法）によっております。

② 無形固定資産 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

② 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の実績率を基礎として計上
しております。

③ 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上し
ております。
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④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事につい
て、損失見込額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した額をそれぞれ
発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時に一時に費用処理しております。

⑥ 株式給付引当金 従業員への当社株式の交付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担
すべき額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の建設事業における履行義務は、主に請負契約に基づく建設工事の施工及び完成であり、約束した財

又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
これにより、工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合

には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する
方法によっております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原
価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収すること

が見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工

事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。
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（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続）
当社が構成員となっている特定建設工事共同企業体については、出資割合等に基づいて当社の会計に組み

込む処理によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）

前事業年度まで独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は金額的重要性が乏しくなったた
め、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。

３．会計上の見積りに関する注記
一定の期間にわたり収益を認識する方法による収益認識及び工事損失引当金

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：百万円）
当事業年度

一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高 83,598
工事損失引当金 83

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額、工事原価総額、決算日にお

ける進捗度の各要素に基づき、工事収益総額に工事原価総額を基礎とする期末までの実際発生原価額に応じ
た進捗度を乗じて算定しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発
生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
工事損失引当金は、工事契約について、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、そ

の金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額のうち、当該工事契約に関し
て既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当
金を計上しております。
工事収益総額の見積りは、契約が未締結の部分について当事者間で実質的に合意され、合意の内容に基づ

いて対価の額を信頼性をもって見積ることができることとなった時点で行っております。
工事原価総額の見積りは、工事進行途上における工事契約の変更や、当初予想しえなかった事象の発生に

対して、個別の要因を考慮した上で見直しを行っております。
工事収益総額、工事原価総額等の主要な仮定に変動が生じた場合、翌事業年度の完成工事高及び工事損失

引当金に影響を及ぼす可能性があります。
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４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 8,856 百万円
（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 1 百万円
（3）完成工事未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産の金額

完成工事未収入金 14,386 百万円
契約資産 48,641 百万円

（4）未成工事受入金のうち、契約負債の金額
契約負債 1,950 百万円

５．損益計算書に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、「10.収益認識に関する注記（1）収益の分解情報 顧客との契約から
生じる収益を分解した情報」に記載のとおりであります。

（2）関係会社との取引高
営業取引による取引高
仕入高 127百万円

営業取引以外の取引による取引高 48百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 26,794,280株
（2）当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,360,194株
（注）上記自己株式には、株式付与ESOP信託に係る信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式

414,924株が含まれております。
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（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 1,059 41.0 2025年３月31日 2025年６月27日

（注）１．2025年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金
17百万円が含まれております。

２．1株当たり配当額には特別配当５円が含まれております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,292 50.0 2026年３月31日 2026年６月26日

（注）１．2026年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金
20百万円が含まれております。

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円
退職給付引当金 1,386
減損損失計上額 256
賞与引当金 201
完成工事未収入金 171
工事未払金 170
未払費用 159
資産除去債務 106
その他 349

繰延税金資産小計 2,802
評価性引当額 △1,513
繰延税金資産合計 1,288
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 3,461
前払年金費用 151
資産除去債務に対応する除去費用 72

繰延税金負債合計 3,685
繰延税金資産の純額 △2,396
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については取引金融機関９社と貸出コミ
ットメント契約を締結しております。
完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスク低減を図っております。投資

有価証券は株式であります。なお、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額

① 完成工事未収入金 63,027 62,344 △683
② 投資有価証券

その他有価証券 13,605 13,605 ―
（注）１．「現金預金」「電子記録債権」「工事未払金」「短期借入金」「未払消費税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
２．市場価格のない株式等（貸借対照表計上額675百万円）は、「② 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 13,605 ― ― 13,605

② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

完成工事未収入金 ― 62,344 ― 62,344
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に

分類しております。
完成工事未収入金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間を加味した利率を基に割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用等の土地及び建物を有しております。
（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時価

2,683 5,263
（注）１．貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当期末の時価は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額によっております。
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10．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：百万円）

建築 土木 計
売上高
民間 42,880 11,895 54,775
官公庁 1,628 31,045 32,673

顧客との契約から生じる収益 44,508 42,940 87,448

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 （4）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 16,551 14,386
契約資産 32,680 48,641
契約負債 2,366 1,950

契約資産は、顧客との工事請負契約について期末日時点で顧客に支配が移転した財又はサービスについ
て未請求の工事請負契約に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対
する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該移転した
財又はサービスに関する対価は、顧客との契約別の支払条件により請求し、受領しております。
契約負債は、主に顧客との工事請負契約について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関す

るものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,363百万円で

あります。また、当事業年度の契約資産及び契約負債の主な増減は工事の進捗、対価の回収等によるもの
であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当事業年度に認識した収益（主に、取引価格

の変動）の額は、2,535百万円であります。
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② 残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2026年３月31日時点で148,311百万円であり、期末日

後１年以内に約70％、残り約30％がその後５年以内に収益として認識されると見込んでおります。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,701円11銭
１株当たり当期純利益 71円33銭

（注） 株式付与ESOP信託に係る信託財産として日本マスタ―トラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、1株当たり純資産額
及び1株当たり当期純利益の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めており、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。なお、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は414,924株で
あり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は417,141株であります。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月12日
株式会社 大 本 組
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岡 本 健 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 村 孝 司

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社大本組の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第89期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第89期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日
株式会社大本組 監査役会
常勤監査役 吉 岡 敬 二 ㊞
監 査 役 植 村 義 人 ㊞
監 査 役 小 亀 康太郎 ㊞

（注）監査役植村義人、監査役小亀康太郎は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以 上
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株主総会会場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています

岡山市北区内山下1丁目6番20号
ルネスホール（おかやま旧日銀ホール）
TEL.（086）225−3003
※開催場所が昨年と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
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